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（仮称）明石市認知症あんしんまちづくり条例（素案）について 
 

  本市のまちづくりのコンセプトである「いつまでも すべての人に やさしいま

ちを みんなで」に基づき、認知症の人及びその家族が住み慣れた地域で安心して

暮らせるまちづくりを推進するため、本市における認知症施策の指針となる「（仮

称）明石市認知症あんしんまちづくり条例」の制定に向け、取り組んでいるとこ

ろです。 

   

１ 制定に向けた検討状況について 
  認知症あんしんネットワーク会議（９月 29日）や、関係団体等への個別ヒアリ

ング・アンケート（８月～９月）により意見聴取を行いました。 

また、各関係者からいただいた意見を基に条例素案を作成し、市の社会福祉に

関する事項を調査審議する場である社会福祉審議会において議論していただき

ました（11月５日）。 

 

２ 条例（素案）の構成 
 第１章 総則 

 ・目的、定義及び基本理念について規定 

 第２章 市の責務及び関係機関等の役割 

 ・市の責務、認知症の人及びその家族の役割、市民の役割、事業者の役割、地域

組織の役割、関係機関の役割について規定 

 第３章 基本的施策 

 ・条例の目的を実施するための以下の施策について規定 

  ①知識の普及及び人材育成等、②早期支援等、③認知症の人及び家族への支援、   

  ④地域づくり及び社会参加の推進、⑤後見支援の推進、⑥連携強化、 

⑦災害及び感染症対策 

 

３ 今後の予定について 
  2 0 2 1年12月～2022年１月 パブリックコメントの実施 

  2 0 2 2年２月 第２回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 

第３回社会福祉審議会   

条例案の確定 

      ３月 市議会で条例案を審議 

      ４月 条例施行 

文教厚生常任委員会資料 

2021 年(令和３年)12 月 13 日 

福 祉 局 地 域 共 生 社 会 室 

福祉局高齢者総合支援室 



（仮称）明石市認知症あんしんまちづくり条例（素案） 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 市の責務及び関係機関等の役割（第４条－第９条） 

第３章 基本的施策（第１０条－第１６条） 

第４章 雑則（第１７条） 

附則 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、明石市（以下「市」という。）における認知症になっても安心

して暮らせるまちづくりの基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者、地域

組織及び関係機関の役割を明らかにし、認知症の人等に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、認知症の人等が安心して暮らせる社会の実現に寄与す

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 認知症 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５条の２第１項に規定

する認知症をいう。 

(２) 認知症の人等 認知症の人及びその家族をいう。 

(３) 市民 市内に居住する者及び通勤又は通学する者をいう。 

(４) 事業者 市内において事業活動を行う者又は団体をいう。 

(５) 地域組織 協働のまちづくり推進組織、地縁による団体その他一定の区域

に居住する者等により構成される団体をいう。 

(６) 関係機関 認知症に関する医療、介護、支援等に携わる機関をいう。 

 （基本理念） 

第３条 市並びに市民、事業者、地域組織及び関係機関（以下「関係機関等」とい

う。）は、次に掲げる基本理念に基づき、認知症になっても安心して暮らせるまち

づくりを推進するものとする。 

(１) 認知症の人等の意向を尊重し、及び認知症の人等が尊厳を保持できること。 

(２) 認知症の人等の視点に立って取り組み、認知症の人等がその人の状況に応

じた必要な支援を受けることができる支援体制の実現を目指すこと。 

(３) 認知症に対する正しい知識と理解を深め、それぞれの役割及び責務を認識

2021年 12月 13日時点 



し、相互に連携し支え合う地域社会の実現を目指すこと。 

第２章 市の責務及び関係機関等の役割 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等と連携しながら、

次に掲げる施策を総合的に推進するものとする。 

(１) 認知症の人等に関する課題、認知症の人等の要望その他認知症の人等が生

活する地域の実情についての調査及び研究に基づく、地域の実情に応じた認知

症の人等の支援に関する施策 

(２) 認知症に関する正しい知識及び認知症の人等に対応するために必要な知識

又は技能の普及を図るための施策 

(３) 認知症の人等を地域の連携及び協働によって支え合うまちづくりを推進す

るための取組及び環境整備に関する施策 

 （認知症の人等の役割） 

第５条 認知症の人等は、安心して暮らせるまちを築くために、自らの希望、思い、

気づいたこと等を、市及び関係機関等に発信するものとする。 

２ 認知症の人等は、地域の一員として、自らの意思に基づき社会参加を行う。 

 （市民の役割） 

第６条 市民は、誰もが認知症になる可能性があるものとして認識し、認知症に関

する正しい知識を持ち、その理解を深め、認知症に関して備えるよう努めるもの

とする。 

２ 市民は、認知症の人等が安心して暮らし続けることができるまちづくりを進め

るため、交流、見守りその他の市民相互の支え合いに取り組むよう努めるものと

する。 

３ 市民は、市及び関係機関等が実施する認知症の人等に関する施策及び取組に協

力するよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第７条 事業者は、認知症に関する理解を深めるとともに、従業員等に対し必要な

教育を行い、認知症の人等が置かれている状況に応じて適切な配慮を行うよう努

めるものとする。 

２ 事業者は、認知症の人等が働きやすい環境の整備に努めるとともに、就労の継

続に配慮するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、市及び他の関係機関等が実施する認知症施策及び取組に協力するよ

う努めるものとする。 



 （地域組織の役割） 

第８条 地域組織は、認知症に関する理解を深めるとともに、認知症の人の見守り

等による地域での支え合い、認知症予防に関する活動、交流ができる居場所づく

り等に積極的に取り組み、認知症の人等が安心して暮らせる環境の整備に努める

ものとする。 

２ 地域組織は、市及び他の関係機関等が実施する認知症施策及び取組に協力する

よう努めるものとする。 

 （関係機関の役割） 

第９条 関係機関は、認知症に関する専門的な知識及び技能の向上に努め、認知症

の人等が置かれている状況に応じた適切なサービスの提供に努めるものとする。 

２ 関係機関は、認知症に関する専門的な知識又は技能を活用し、認知症に関する

正しい知識の普及及び啓発を行うとともに、認知症の人等を支援する人材の育成

に努めるものとする。 

３ 関係機関は、市及び他の関係機関等が実施する認知症施策及び取組に積極的に

協力するよう努めるものとする。 

第３章 基本的施策 

 （知識の普及及び人材育成等） 

第１０条 市は、第５条第１項に規定する認知症の人等による発信を支援するとと

もに、市民、事業者及び地域組織が認知症に関する正しい知識を持ち、理解を深

めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 

２ 市は、関係機関と連携し、医療及び介護に従事する者の認知症の人等に対応す

るために必要な知識又は技能の向上を図るものとする。 

３ 市は、認知症サポーター（認知症サポーター養成講座を受講し、認知症に関す

る正しい知識を持って、地域又は職域で認知症の人等を支える者をいう。以下同

じ。）の養成を推進するものとする。 

４ 市は、認知症予防に関する啓発及び知識の普及を行うとともに、地域組織等が

主体的に実施する認知症予防に関する活動を支援するものとする。 

 （早期支援等） 

第１１条 市は、認知症を早期に発見し、また、認知症の人等が早期に必要な支援

を受けられるよう、相談体制の整備及び充実を図るものとする。 

２ 市は、前項の相談を行った者等に対し、その状況に応じて切れ目なく支援を行

うため、必要な施策を講じるものとする。 

３ 市は、前２項の施策を推進するため、地域総合支援センターを中心として関係



機関相互の連携協力体制の整備を図るものとする。 

 （認知症の人等への支援） 

第１２条 市は、認知症の人等が身近な地域で日常生活を営むことができるよう、

必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、認知症の人等の状況に応じて、適時に、適切な支援を実施するため、医

療及び介護の連携体制並びに施設の整備を図るものとする。 

３ 市は、行方不明となるおそれのある認知症の人を早期に見つけ、保護するため、

関係機関等と連携した地域における見守り体制を整備するものとする。 

４ 市は、認知症の人が安心して自立した生活を営むことができるよう、認知症の

人等の就労、その継続等のために必要な施策を講ずるほか、必要な社会保障制度

が確実に提供されるよう支援するものとする。 

 （地域づくり及び社会参加の推進） 

第１３条 市は、地域における支え合いの意識の醸成、認知症の人等が社会での役

割及び生きがいを持って活動することができる社会参加の場の確保等、認知症に

なっても地域の一員として社会生活を営むことができる社会の実現に向けて、支

援を行うものとする。 

２ 市は、関係機関等と連携し、認知症の人等に対する支援活動に意欲のある認知

症サポーターが地域で活動するために必要な施策を実施するものとする。 

 （成年後見制度の利用促進等） 

第１４条 市は、認知症の人の権利利益の保護を図るため、成年後見制度の利用促

進及び市民後見人の養成を行うものとする。 

 （関係機関等との情報共有及び連携強化） 

第１５条 市は、認知症に関する施策の推進に関し、必要に応じて関係機関等との

情報共有及び連携強化をするための機会を設けるものとする。 

 （非常時等の対応） 

第１６条 市は、感染症、災害等の発生時における認知症の人の安全確保に資する

ため、関係機関等と連携し、必要な施策を講ずるものとする。 

第４章 雑則 

 （委任） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和●年●月●日から施行する。 



 
明石市立高齢者ふれあいの里の今後の運営について 

 

１ 概要 
「高齢者ふれあいの里」については、これまで老人福祉法に基づく「老人

福祉センター」として、指定管理者制度で運営を行い、高齢者の健康増進等

を中心に事業を展開し、多くの高齢者が利用しています。 

また、本施設は「公共施設配置適正化実行計画」において、他目的の転用

を進め、令和６年度までに完了することとされております。 

現在、「健康体操」など多くの高齢者が利用し、介護予防としての役割を

担っていることから、令和５年度以降の次期指定管理者の選定に合わせ、全

ての市民が利用する地域の共生型施設の運営に向けた施設の整備を図ります。 

 

２ 事業内容 
「健康体操」や「囲碁・将棋」など高齢者が多く利用している部分は継続

しながら、ボランティアグループの活動、親子の集いの場、自治会等の地域

の団体等の会議や発表の場など、多世代が利用出来るような施設へ転換を図

ります。 

⑴ 高齢者の介護予防の拠点 

介護予防プログラムなどを取り入れ、高齢者の身体機能の維持につなが

る事業を充実していきます。 

⑵ 地域団体等の活動の場 

自治会等やボランティアグループなど地域団体等の活動や発表の場とし

ていきます。 

⑶ 地域共生型施設 

子育てサークルなど親子の集いの場、認知症カフェ、障害のある方、中

高生の集いの場など、多世代の地域交流や共生型施設としていきます。 

⑷ 貸室利用の導入 

自主事業で利用する以外の時間帯については、貸室として全ての市民が

利用できるようにします。 

 

３ 施設の整備 
全ての市民が利用する施設として、以下のとおり施設のリニューアルを図

るとともに、利用者が少なく運営コストの高い入浴施設については廃止しま

す。 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料 

2 0 2 1（令和３年） 1 2 月 1 3 日 

福 祉 局 高 齢 者 総 合 支 援 室 



⑴ 施設改善 

新たに全ての市民が利用する共生型施設として多目的トイレへの改修を

順次進めていきます。その他、照明機器や内装の改修、備品等の更新を行

い利用しやすい施設に改善を行います。 

⑵ 入浴施設の廃止 

  入浴施設については老朽化が進み、空調設備が無いなど新型コロナ感染

対策が難しいことやバリアフリー化されておらず、利用者の安全確保が難

しい状況です。また、光熱水費やボイラーのメンテナンスなどの管理費や

清掃などに係る人件費などのランニングコストが高額であることから令和

４年度以降廃止します。 

 

（参考） 他都市の状況 

本市と同様、老人福祉センター（ふれあいの里）のあり方について見直す

自治体も多く、センター自体の廃止（横須賀市、鎌倉市、浜松市）をはじめ、

入浴施設の廃止（京都市、堺市、吹田市、高槻市、茨木市、東大阪市）、介

護予防や生きがい活動に重点を置いた施設（京都市、吹田市、高槻市、豊中

市、茨木市）、多世代交流施設（京都市、茨木市、豊中市、浜松市）などに

転換している。  
４ その他 

これまでも施設の管理運営に関し、良好な結果が得られていることから、

指定管理者による運営を継続します。また、これまで同様に中崎、大久保、

魚住、二見の４館一括で指定管理者により行い、令和４年度に次期指定管理

者の選定を行います。 

 



  

  
第３期 あかし教育プランの策定について  

 教育基本法第１７条第２項に基づき、本市の教育の振興に関する施策についての

基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項についての基本的な計画として平

成２８年３月に策定された「第２期 あかし教育プラン（明石市教育振興基本計画）」

は、令和３年度で計画期間を終えることから、次期計画（令和４年度から９年間）

の策定を行っています。 

 

１ 計画の策定にあたって 
(1) 現場における現状を正しく捉え、その意見を反映できるよう、指導主事職員等

との意見交換を行うとともに、小・中・特別支援学校の校長会、幼稚園の園長

会、保育施設の施設長会での意見交換やそれぞれへの意見照会を行う。 

(2) 市長が策定する教育の振興に関する施策の大綱である「明石市教育大綱」に即

した計画となるよう「明石市教育大綱」の策定状況について市長部局と情報共

有を図る。 

 

２ 検討経過 
 (1) アドバイザーとの協議【5 回】 

   ・策定作業の進め方について（令和 2 年 11 月） 

   ・第２期プランの振り返りについて（令和 3 年 3 月） 

   ・骨子案、成果指標について（令和 3 年 6 月～7 月） 

 (2) 指導主事職員等との意見交換【10 回】 

   ・基本目標、基本方針について（令和 3 年 4 月） 

   ・教育、保育現場における現状及び課題について（令和 3 年 5 月～7 月） 

   ・骨子案、成果指標について（令和 3 年 8 月） 

(3) 校長会、園長会、保育施設長会での意見交換及び意見照会【3 回】 

   ・計画素案について（令和 3 年 10 月～11 月） 

(4) 教育委員会における審議【4 回】 

   ・骨子案について（令和 3 年 5 月） 

   ・計画素案について（令和 3 年 10 月～11 月） 

 

３ 今後の予定 
  令和 3年 12月 15日～令和 4年 1月 14日  意見公募手続き 

  令和 4年 3月    教育委員会     （計画の策定） 

  令和 4年 3月市議会    文教厚生常任委員会 （計画の報告） 

 

４ 計画（案） 
  別紙資料「あかし教育プラン（案）」参照 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料  
2021 年（令和 3 年)12 月 13 日 

教 育 委 員 会 事 務 局 総 務 課  


